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定款定款定款定款のののの一部変更一部変更一部変更一部変更にににに関関関関するおするおするおするお知知知知らせらせらせらせ    

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 26 日開催予定の当社第 51 期定時株主総会に、下記

のとおり、定款の一部変更に係る議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１１１１．．．．定款定款定款定款のののの一部変更一部変更一部変更一部変更のののの理由理由理由理由 

（１） 平成 29 年 6 月 26 日開催予定の当社第 51 期定時株主総会において、「株式併合の件」の承認可決とそ

の効力発生を条件として、現行定款第 6 条（発行可能株式総数）に規定されている発行可能株式総数

を48,000,000株から、4,800,000株に変更するものであります。 

 

（２） 全国証券取引所が公表した、「売買単位の集約に向けた行動計画」の主旨を尊重し、単元株式数を現

在の1,000株から100株とする、現行定款第8条（単元株式数）を変更するものであります。 

 

（３） 現行定款第 6 条（発行可能株式総数）及び第 8 条（単元株式数）の変更の効力は、株式併合の効力発

生日である平成 29 年 10 月 1 日をもって効力が生じる旨の附則を設け、同日をもって本附則を削除す

るものであります。 

 

２２２２．．．．定款定款定款定款のののの一部一部一部一部変更変更変更変更のののの内容内容内容内容 

変更の内容は次のとおりであります。 

現行定款抜粋・変更案対照表 

（下線は変更部分を示します。） 

現行定款 変更案 

第2章株式 

 

第6条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、48,000,000 株とす

る。 

 

第8条（単元株式数） 

当会社の単元株式数は、1,000株とする。 

 

（新設） 

 

第2章株式 

 

第6条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、4,800,000 株とす

る。 

 

第8条（単元株式数） 

当会社の単元株式数は、100株とする。 

 

附則 

（定款一部変更の効力発生日） 

第 6 条及び第 8 条の変更は、平成 29 年 6 月 26 日

開催の第51期定時株主総会の議案に係る株式併合

の効力発生日である平成 29 年 10 月 1 日をもって

効力が発生するものとする。 

なお、本附則は、当該株式併合の効力発生日を

もってこれを削除する。 

 

以 上 


